
■　登録の手順

■　あまっこねっと規約

【問い合わせ先】　あまっこねっと事務局（尼崎市役所協働推進局市民活動推進担当）
℡０６－６４８９－６１３２

（総則）
第１条　この規約は、尼崎市（以下「管理者」という）が行う「あまっこねっと」（以下「本システム」という）に関して、管理者とシステム利用者（以下「利用者」という）
との関係について定めるものとします。

（登録）
第２条　本システムへ登録できる者は、尼崎市在住、又は、在勤、在学で、本規約に同意し、インターネット及び電子メールの利用が可能な者とします。

（個人情報）
第３条　管理者は、利用者の登録データやアンケート等の情報は、尼崎市個人情報保護条例の規定に基づき、適正に管理し、本システム以外の目的には使用
せず、
　また、情報の改ざん、庁外への漏洩及び不正なアクセスなどが起きないよう、予防並びに安全対策を講じます。

（電子メールの受・発信）
第４条　電子メールの受・発信については次の号に掲げるものとします。
　(1)　利用者は管理者と電子メールの受・発信を行う場合には、登録したものと同一のメールアドレスを使用するものとします。
　(2)　登録した内容と異なるメールアドレスにて受・発信を行ったことにより、当該利用者に不利益または損害が発生した場合であっても、管理者はその責任を
負わないものとします。
　(3)　管理者の指定と異なる方法で返信を行ったことにより、当該利用者に不利益または損害が発生した場合であっても、管理者はその責任を負わないものと
します。
　(4)　電子メールの受・発信に係る費用は利用者の負担とします。
 
（利用者の禁止行為）
第５条　利用者は次の号に掲げる行為を行ってはならないものとします。
　(1)　公序良俗に反する行為
　(2)　他の利用者または第三者を誹謗、中傷する行為
　(3)　本システムの運営を妨害する行為
　(4)　その他、管理者が不適当と判断する行為

（退会）
第６条　利用者は退会する場合、所定の手続きに従い管理者に届け出るものとします。

（登録の抹消）
第７条　管理者は、次の号に該当する場合、利用者の承諾の有無に関わらず登録を抹消することができるものとします。
　(1) 　利用者が第５条に規定する行為を行った場合
　(2)　管理者からの配信メールが一定回数以上連続してリターンされたとき

（応答義務）
第８条　本システムを使用した利用者からの個別の問いかけや苦情などに対しては応答しないものとします。

（本システムの変更等）
第９条　管理者は、利用者の承諾の有無に関わらず、本システムの内容の一部もしくは全部を変更する場合があります。

（補則）
第10条　この基準に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定めます。

附則
　この基準は、平成２１年４月１日から実施する。
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